
本規約は、ONES（以下「当施設」という）の利用条件を定めるものであり、
会員は本規約に同意の上で施設を利用するものとする。

 1. 本規約に同意し、所定の入会手続きを完了した者を会員とする。
 2. 次の各号に該当する者は入会できない。
 • 医師から運動を禁止されている者
 • 暴力団等反社会的勢力関係者
 • 伝染性疾患を有する者
 • その他当施設が不適当と判断した者

 1. 当施設は原則24時間営業とする。
 2. スタッフ不在時間帯は会員の自己責任において利用するものとする。
 3. メンテナンス等により臨時休館する場合がある。

 1. 会費は当施設が定める金額とする。
 2. 支払方法は口座振替またはクレジットカード決済とする。
 3. 会費は理由の如何を問わず返金しない。

 1. 退会は所定の期日までに手続きが必要とする。
 2. 期日を過ぎた場合、翌月分会費が発生する。
 3. 休会制度の条件は別途定める。

会員は以下の行為をしてはならない。
 1. 器具の長時間独占
 2. 危険行為（過度な重量設定・補助なしの高重量挙上等）
 3. 他会員への迷惑行為・威嚇・勧誘
 4. 施設内での営利活動
 5. 許可なく他会員を撮影
 6. 酒気帯びでの利用
 7. 備品の持ち出し

 1.  施設利用に伴う怪我・事故は、当施設の故意または重過失を除き、会員の自己責任とする。
 2. スタッフ不在時間帯の事故についても同様とする。
 3. 貴重品の盗難・紛失について当施設は責任を負わない。
 4. 駐車場での事故•盗難について当施設は責任を負わない。

 1. 会員は自己の健康状態を管理し、体調不良時は利用しない。
 2. 持病がある場合は医師の許可を得ること。

 1. 施設内は防犯目的で録画を行う。
 2. 会員は入退館システム（カード・指紋・顔認証等）を自己管理する。
 3. 不正利用が判明した場合、会員資格を停止する。

次の場合、催告なく会員資格を停止または除名できる。
 • 会費滞納
 • 規約違反
 • 施設の秩序を乱す行為
 • 反社会的勢力との関与が判明した場合

当施設は必要に応じて規約を改定できる。
改定後は掲示または通知をもって効力を生じる。

会員が施設設備を破損した場合、実費相当額を賠償する。

本規約に関する紛争は、当施設所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。

同意署名欄
私は本規約を読み、内容を理解し、同意の上で施設を利用します。

ご　署　名  ：

ご 署 名 日  ：　 　　令和 　　　　年 　　　　月 　　　　日
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